
- 74 - 

 

第８章 子ども・若者への支援 

 
第１節 相談・支援機関の活動状況 
 
１．子ども家庭相談センター（児童相談所）  

 

子ども家庭相談センター（児童相談所）は児童福祉法に基づいて設置される行政機関で、滋賀県では中

央子ども家庭相談センター、彦根子ども家庭相談センター、大津・高島子ども家庭相談センターおよび日

野子ども家庭相談センターの４か所が設置されており、児童福祉司や児童心理司、一時保護に主として携

わる児童指導員等の専門職員を配置しています。 

主な業務は、①市町の子ども家庭相談への対応について市町相互間の連絡調整、市町に対する情報提

供、その他必要な援助を行うこと②子どもの虐待をはじめ専門的な技術支援および指導を必要とする家

庭その他からの相談に応じること、③虐待を受けている子どもに対しての安全確認を行い、必要に応じて

保護を行うこと、④子どもおよびその家庭について必要な調査を行い、社会学的、心理学的、医学的診断

等を基に総合的な判定をし、個々の子どもに対して一時保護や継続的なカウンセリングまたは施設入所、

里親委託等を行うことなどです。 

子ども家庭相談センターの相談には、児童虐待等により家庭養育が困難であることなど養護に関する相

談や子育てに関する相談、非行に関する相談や身体障害・発達障害に関する相談等があります。令和６年

度における全相談件数は7,371件で、相談種別では「障害」に関する相談が3,602件で全体の48.9%と

最も多く、次いで「養護」に関する相談が3,369件で全体の45.7%となっています。「養護」に関する相談

のうち、児童虐待に関する相談件数が2,860件と、児童虐待防止法が施行された平成12年度（295件）

の約10倍となっています。 

○虐待ホットライン（中央子ども家庭相談センター内 24時間対応）  TEL・FAX 077-562-8996 

 

第8-1-1図 子ども家庭相談センターの相談種別受付件数 
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２．子ども・子育て応援センター   

 

子ども・子育て応援センター（愛称：こころんだいやる）は、平成 18 年６月に設置され、電話相談等によ

り、相談員が子どもや親などから「子育て」や「不登校」「非行」などの相談に応じています。 

令和６年度における相談件数は 2,22４件で、前年度（2,703 件）に対し、４７９件減少しました。なお、１

日あたりの平均相談件数は６．２件となっています。 

相談者別にみると、「本人」からの相談が６９２件あり、また「母親」からの相談は 1,156 件で、「本人」と

「母親」をあわせると相談件数の８３．１％を占めます。 

 相談内容で最も多いのは「性格・行動」に関する相談の８４０件で全体の３７．８％を占め、次いで「親

自身の問題」に関する相談が６０４件、全体の２７．２％となっています。 

 

○こころんだいやる （午前９時～午後９時、１２／２９～１／３除く） 

TEL 077-5２４-２０３０ ＦＡＸ０７７-５２８-４８５５ 

 

 

第8-1-2表 相談状況の推移 
 

 

第8-1-3表 相談者の内訳の推移 

単位（件）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和５年度 令和6年度

電話相談 3,740 4,490 4,026 4,498 3,794 3,713 2,703 2,222

面接相談 5 5 4 0 1 1 0 1

その他（FAX等） 0 0 0 0 0 0 0 1

小計 3,745 4,495 4,030 4,498 3,795 3,714 2,703 2,224

無言電話 547 661 1,022 1,298 787 1,324 1,178 824

合計 4,292 5,156 5,052 5,796 4,582 5,038 3,881 3,048

（資料）滋賀県子ども若者部子どもの権利室

件数 割合（%） 件数 割合（%） 件数 割合（%） 件数 割合（%） 件数 割合（%） 件数 割合（%） 件数 割合（%） 件数 割合（%）

本人 707 18.9 921 20.5 995 24.7 1,319 29.3 810 21.3 921 24.8 489 18.1 692 31.1

母親 2,700 72.1 3,217 71.6 2,645 65.6 2,783 61.9 2,644 69.7 2,535 68.3 1,912 70.7 1,156 52.0

父親 91 2.4 92 2.0 99 2.5 68 1.5 87 2.3 51 1.4 63 2.3 97 4.4

祖父母・親戚等 49 1.3 50 1.1 60 1.5 39 0.9 47 1.2 27 0.7 31 1.1 20 0.9

その他 31 0.8 54 1.2 49 1.2 72 1.6 47 1.2 44 1.2 35 1.3 49 2.2

不明 167 4.5 161 3.6 182 4.5 217 4.8 160 4.2 136 3.7 173 6.4 210 9.4

計 3,745 100.0 4,495 100.0 4,030 100.0 4,498 100.0 3,795 100.0 3,714 100.0 2,703 100.0 2,224 100.0

（資料）滋賀県子ども若者部子どもの権利室

令和4年度令和3年度 令和6年度令和元年度平成30年度平成29年度 令和2年度 令和5年度

※四捨五入により、合計が100％にならない場合があります。
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第8-1-4図 内容別相談件数（令和６年度） 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）滋賀県子ども若者部子どもの権利室 
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３．滋賀県子ども・若者支援地域協議会  

 

子どもの貧困、ニート、ひきこもり、不登校、発達障害等、子ども・若者の抱える問題は、深刻化していま

す。また、それらは相互に影響し合い、複合性・複雑性を有していることから、従来の個別分野における縦

割り的な対応では、支援しきれないケースも散見されます。 

 そこで、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対して、多様な関係機関・団体が行う

支援の効果的かつ円滑な実施を図るため、子ども・若者育成支援推進法（平成21年法律第71号。以下

「法」という。）第19条に基づき、平成28年3月より、「滋賀県子ども・若者支援地域協議会」を設置していま

す。 

＜機能と役割＞ 

１ 子ども・若者の支援に必要な情報の交換及び連絡調整 

  ・代表者会議、実務者会議の実施 

  ・地域の子ども・若者に関する問題状況等の把握、情報交換 

２ 子ども若者の支援に関わる関係機関・団体の相互連携・協力 

  ・関係機関・団体の相談支援の内容等に関する情報交換、助言指導 

  ・相談支援機関・団体の支援体制・内容の充実 

３ 子ども・若者の支援に関する調査・研究及び広報・啓発  

  ・子ども・若者支援に関する周知啓発 

  ・公開講座、研修会、学習会等による人材育成や資質向上への取組等 

４ 市町における子ども・若者支援地域協議会設置及び運営に関する技術的援助 

  ・市町の相談支援体制の状況把握 

  ・市町の子ども・若者支援地域協議会設置に向けた課題整理、技術的助言 

 

第8-1-5図 滋賀県子ども・若者支援地域協議会の組織図 
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４．市町（児童相談）  

  

平成16年度の児童福祉法の改正により、平成17年４月から、市町も児童虐待など児童家庭相談を行っ

ています。令和６年度における県内市町の児童相談対応件数は11,116件で、このうち児童虐待相談対応

件数が8,556件と最も多くなっています。相談の経路では、学校等が3,575件と最も多く、次いで保健セ

ンター1,719件となっています。 

 また、平成17年度中に任意設置の児童虐待防止ネットワークが全ての市町に設置され、平成23年３月に

は、全ての市町で、児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会に移行しました。 

 要保護児童対策地域協議会は、構成機関に守秘義務が課されるため情報共有がより密になること、調整

機関が明確になり責任ある実施体制の構築が期待できることなどから、市町には、この協議会の機能強化

を図ることが求められています。 

 また、令和４年の児童福祉法改正では、子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）と子育て世代包括支援セ

ンター（母子保健）の設立の意義や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、こども

へ一体的に相談支援を行う機能を有する機関として、こども家庭センターの設置に努めることとされました。 

 

第8-1-6表 市町全体の相談対応件数の推移 

 第8-1-7表 相談受付の経路の推移 

虐待相談 その他養護相談 障害相談 非行相談 育成相談等 計

平成27年度 6,013 1,176 66 38 714 8,007

平成28年度 6,042 1,327 93 37 761 8,260

平成29年度 6,378 1,381 81 31 571 8,442

平成30年度 7,252 1,632 75 23 735 9,717

令和元年度 7,864 1,400 64 43 797 10,168

令和2年度 8,190 1,515 100 49 1,087 10,941

令和3年度 8,294 1,507 93 29 878 10,801

令和４年度 7,889 1,614 49 30 792 10,374

令和5年度 8,547 1,755 69 41 703 11,115

令和６年度 8,556 1,699 70 54 737 11,116

（資料）滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

家族・親戚 680 581 658 658 704 720 664 598 617 608

隣人・知人 322 316 280 280 273 246 234 166 188 178

児童本人 19 24 21 21 24 19 8 7 15 20

福祉事務所 700 711 697 697 758 812 738 749 799 755

児童委員 105 89 89 89 98 81 69 103 57 56

保健センター 1,130 1,231 1,291 1,291 1,609 1,825 1,697 1,598 1,724 1,719

医療機関 194 179 160 160 223 234 264 269 291 280

児童福祉施設等 698 643 638 638 767 829 765 706 825 812

警察等 137 175 220 220 388 529 516 506 600 635

学校等 2,519 2,527 2,589 2,589 3,073 3,323 3,532 3,299 3,696 3,575

子ども家庭相談センター 660 727 760 760 964 961 979 911 913 916

その他 843 1,057 1,039 1,039 1,312 1,271 1,304 1,330 1,315 1,610

計 8,007 8,260 8,442 8,442 10,193 10,850 10,770 10,242 11,040 11,164

（資料）滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課
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５．児童家庭支援センター   

  

子育てや子どもに関する相談に応じ、必要な助言や指導を行うとともに、子ども家庭相談センターや児

童福祉施設等との連絡調整を総合的に行い、地域の子どもや家庭の福祉の向上を図ることを目的とする

センターで、本県では平成14年１月から児童養護施設小鳩の家に、令和６年４月から児童養護施設守山学

園にそれぞれ設置されています。 

 

  ○こばと子ども家庭サポートセンター   

      〒520-0027 大津市錦織1-14-25   ℡ 077-522-2910 

 

  ○児童家庭支援センターにほ 

     〒524-0004 守山市笠原町1257-１  ℡ 077-596-5718 

 

 

第8-1-8表 児童家庭支援センター相談状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（件）

形態

年度

平成27年度 326 197 180 0 703

平成28年度 218 426 312 0 956

平成29年度 255 633 227 0 1,115

平成30年度 477 590 329 568 1,964

令和元年度 596 475 255 601 1,927

令和２年度 708 207 259 74 1,248

令和３年度 864 263 301 152 1,580

令和４年度 683 195 329 55 1,262

令和５年度 1,010 137 436 225 1,808

令和６年度 1,117 211 629 169 2,126

（資料）滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課

計電話相談 来所相談 訪問相談 その他
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６．青少年補導センター   

 

 青少年補導センターは青少年の非行防止対策を推進していくための地域における拠点として県内に１

７か所設置され、少年非行防止に関係のある行政機関・団体およびボランティアが協力して街頭補導や少

年相談業務等を行っています。令和６年度の県内全青少年補導センターの相談件数は、延べ9,912件で、

前年度に比べて、401件減少しました。 

 

第8-1-9図 相談受理件数 

 

（備考）愛荘町少年センターは令和６年度に新設 

（資料）滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課 
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相談対象少年の学職別の割合を見ると、高校生に関 

する相談が全体の32.8％を占めて最も多く、次いで順 

に中学生に関する相談が31.0％、小学生以下に関する 

相談が13.5％、無職少年に関する相談が9.4％、有職 

少年に関する相談が8.8％、その他学生に関する相談 

が4.5％となっています。 

小学生以下   1,337件 

中学生      3,068件 

高校生      3,254件 

その他学生     447件 

有職少年      876件 

無職少年      930件 

 

 

（資料）滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課 

 

相談内容の内訳は、学校・学業に関する相談が全体の25.6％を占めて最も多く、次いで家庭・生活に

関する相談が21.8%、不登校・いじめに関する相談が17.2％などとなっています。 

  

学校・学業     2,540件     家庭・生活    2,162件     就職・仕事    1,069件  

不登校・いじめ   1,703件      犯罪・不良行為  1,181件     心身・性       485件 

交友関係       246件      虐待             124件     有害環境・その他 402件 

         

 

第8-1-11図 内容別相談件数〔令和６年度〕 

 

 

（資料）滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課 

                   第8-1-10図　相談対象の内訳
〔令和６年度〕
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７．青少年立ち直り支援センター（あすくる）  

 

県内17か所にある青少年補導センターのうち、９か所のセンターに専属スタッフ（支援コーディネーター、

心理臨床担当職員、現職教員）を配置することで立ち直り支援に必要な機能を置き、その支援活動の拠点

として青少年立ち直り支援センター（通称：あすくる）が設置されています。「あすくる」では、警察、司法、教

育、福祉等の関係機関との連携、支援協力企業やボランティアの協力のもと、問題を抱える青少年の生活

習慣の改善、就学・就労支援、居場所づくりなどに取り組み、再非行を防止するとともに立ち直りを支援し

ています。 

令和６年度の新規支援者数を年齢別で見ると16歳が最も多くなっており、全体の26.8％を占めていま

す。 

第8-1-12図 年齢別新規支援者数〔令和６年度〕 

 

令和６年度における新規支援者の支援理由は、不登校・引きこもりが11人で最も多く、全体の26.8％を

占めています。 

第8-1-13図 新規支援者の支援理由〔令和６年度〕 

 

年齢 ～12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳～ 計
男子 0 1 4 4 6 6 1 0 0 22
女子 0 0 3 4 5 4 2 1 0 19

計 0 1 7 8 11 10 3 1 0 41

（資料）滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課

（資料）滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課 
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令和６年度における男女別支援完了者の内訳は以下のとおりです。また、支援完了率は62.5％となっ

ています。 

 

第8-1-14図 男女別支援完了者の内訳〔令和６年度〕 
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第２節 ひきこもり  

 

１．ひきこもりの定義 

 

「ひきこもり」とは、「様々な要因の結果として、社会参加（義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、

家庭外での交遊など）を回避し、原則的には６ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態（他

者と交わらない形での外出をしていてもよい）」と平成２２年５月 「ひきこもりの評価・支援に関するガイド

ライン」で定義されています。 

一方、「ひきこもり支援における対象者とは、社会的に孤立し、孤独を感じている状態にある人や、様々

な生きづらさを抱えている状態の人となります。それぞれ一人ひとりの状況は違いますが、具体的には、

「何らかの生きづらさを抱え生活上の困難を感じている状態にある」、「家族を含む他所との交流が限定

的（希薄）な状態にある」、「支援を必要とする状態にある」、本人やその家族（世帯）です。また、その状態

にある期間は問いません。」と令和 7 年 1 月「ひきこもり支援ハンドブック～寄り添うための羅針盤～」で

示されています。 

また、当県のひきこもり状態にある子ども・若者の数(※1 広義のひきこもり)を推計(※2)すると、若年人口

（15 歳～39 歳）の 2.05％にあたる約７，２３９人とされています。 

※1 出典：令和５年３月 内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査」定義：広義のひきこもり（＝《準ひきこもり：普段は家にいる

が、自分の趣味に関する用事の時だけ外出する》＋《狭義のひきこもり：普段は家にいるが、近所のコンビニなどには出かけ

る＋自室からは出るが、家からは出ない・自室からほとんど出ない》） 

※2 令和７年 1 月 1 日現在人口推計季報より推計 

 

２．精神保健福祉センター、保健所における支援の現状 

 

精神保健福祉センターにおけるひきこもり相談件数の年次推移を見ると、平成２２年４月に精神保健福

祉センター内にひきこもり支援センターを設置以降、毎年多くの相談が寄せられています。 

令和 2 年度からは、ひきこもり支援センターにおいて、医療、法律、福祉、教育、就労等の多職種からな

る専門家チームを設置し、支援機関に対する専門的助言等を行う機能の強化に取り組んでいます。 

令和４年度以降は、国の方針に沿って地域の後方支援を行う体制を整備するため、ひきこもり支援セン

ター内の相談体制を見直しました。その結果、ひきこもり支援センターでの個別相談件数は減少しました

が、保健所や市町等の支援機関と連携し、より広範な支援を提供できる体制が整備されました。 

 また、県内保健所においては、ひきこもりが長期化・重症化した事例が支援の主な対象であり、地域の

ネットワーク体制を作りながら継続支援が必要なケースが多く、相談件数も依然として多い状況が続いて

います。 
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第8-2-1図 ひきこもり支援センターにおける相談件数の年次推移 

 

 

 

第8-2-2図 保健所におけるひきこもり相談件数の推移 
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